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町の人口│１月１日現在（先月比）　世帯数／1,564（＋3）　人口／3,086（＋5）　男／1,575（＋5）　女／1,511（±0）　　町の面積│14.22㎢
住民基本台帳法の一部を改正する法律により、人口は、外国人の方を含めた人数となっています。
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平
成
31
年
の
年
頭
に
あ
た
り
、
謹
ん
で
新

年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
健
や
か
に
新

春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　

ま
た
、昨
年
中
は
、町
政
全
般
に
わ
た
り
、

温
か
い
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
今
年
の
干
支
は
「
亥
年
」
で
あ
り

ま
す
。

　

イ
ノ
シ
シ
と
い
え
ば
、
町
内
で
も
被
害
が

出
て
い
る
よ
う
に
、農
作
物
を
荒
ら
し
た
り
、

人
に
危
害
を
加
え
る
な
ど
、
厄
介
者
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
方
が
多
い
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
干
支
の
由
来
を
見
て
み
ま
す
と
、
イ
ノ

シ
シ
の
特
性
の
“
勇
気
（
＝
猪
突
猛
進
）”

だ
け
で
な
く
、
肉
は
、
万
病
を
予
防
す
る
な

ど
と
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
無
病
息
災

の
象
徴
と
も
さ
れ
て
お
り
「
勇
気
と
無
病
息

災
」
の
意
味
が
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
よ

う
で
す
。

　

昨
年
は
町
内
で
多
く
の
災
害
が
発
生
し
ま

し
た
が
、
こ
の
干
支
の
由
来
の
と
お
り
、
今

年
は
さ
ら
に
元
気
を
出
し
て
、
明
る
く
、
安

心
・
安
全
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
に
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
こ
か
ら
は
今
年
の
展
望
と

し
て
、
直
島
町
に
関
連
す
る
町
内
外
の
主
な

も
の
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

◎�

積
浦
地
区
の
宅
地
造
成
工
事
の
完
了

と
分
譲
販
売
の
開
始

　

積
浦
の
姫
宮
地
区
の
宅
地
造
成
工
事
は
、

２
月
に
は
工
事
が
完
了
し
ま
す
が
、
こ
れ
に

合
わ
せ
て
、
平
成
31
年
度
の
分
譲
販
売
開
始

に
向
け
て
現
在
、
手
続
き
等
の
準
備
を
進
め

て
い
ま
す
。
詳
し
い
募
集
内
容
等
が
決
ま
り

次
第
、
広
報
等
で
皆
様
に
お
知
ら
せ
し
ま
す

の
で
、
直
島
で
家
を
建
て
た
い
、
と
検
討
さ

れ
て
い
る
方
は
、ぜ
ひ
、ご
活
用
く
だ
さ
い
。

◎
統
一
地
方
選
挙
（
４
月
に
実
施
）

　

今
年
は
、
統
一
地
方
選
挙
の
年
で
す
。
直

島
町
で
は
、
香
川
県
議
会
議
員
選
挙
（
４
月

７
日
）
と
直
島
町
議
会
議
員
選
挙
（
４
月
21

日
）
の
２
つ
の
選
挙
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

全
国
的
に
見
ま
し
て
も
、
地
方
の
過
疎
地

域
で
は
、
人
口
減
少
と
高
齢
化
な
ど
に
よ
り

議
員
の
担
い
手
不
足
が
深
刻
化
し
て
い
る
ほ

か
、
地
方
政
治
へ
の
関
心
の
低
さ
に
よ
り
投

票
率
が
低
下
し
て
い
る
な
ど
、
地
方
議
会
を

取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
お

り
、
直
島
町
議
会
で
は
、
今
回
の
選
挙
か
ら

議
員
定
数
を
１
名
減
の
９
名
と
す
る
な
ど
、

現
状
打
開
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

直
島
町
に
お
き
ま
し
て
も
、
前
回
は
両
選

挙
と
も
無
投
票
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
選
挙
が
行
わ
れ
ず
立
候
補
者
が
当
選
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
住
民
の
信
任
を
得
ず
に

決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
大
変
深
刻

な
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
な
く
す
た
め
に
も
、

ぜ
ひ
と
も
町
政
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ

き
、
特
に
若
い
方
は
、
直
島
町
の
町
づ
く
り

の
た
め
に
元
気
を
出
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
７
月
に
も
参
議
院
議
員
通
常
選
挙

も
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
投
票

を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
に
つ
い
て

　

先
月
の
広
報
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
し
た

が
、
第
４
回
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
が
、
春
会

期（
ふ
れ
あ
う
春
・
４
月
26
日
～
５
月
26
日
）、

夏
会
期
（
あ
つ
ま
る
夏
・
７
月
19
日
～
８
月

25
日
）、
秋
会
期
（
ひ
ろ
が
る
秋
・
９
月
28

日
～
11
月
４
日
）
の
３
シ
ー
ズ
ン
計
１
０
７

日
間
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

町
と
し
て
も
、
直
島
を
訪
れ
る
観
光
客
の

皆
様
を
温
か
く
お
迎
え
す
る
た
め
、
期
間
中

に
は
、
芸
術
祭
の
関
連
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や

お
も
て
な
し
事
業
（
受
け
入
れ
対
策
事
業
）

の
実
施
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
い
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
改
め
て

広
報
な
ど
で
ご
案
内
し
ま
す
の
で
、
町
民
皆

様
の
積
極
的
な
参
画
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

　

ま
た
、
春
会
期
は
、
４
月
27
日
か
ら
５
月

６
日
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
が
10
連
休
と

な
り
、
直
島
に
非
常
に
大
勢
の
方
が
訪
れ
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
に
伴
い
、

フ
ェ
リ
ー
や
バ
ス
な
ど
公
共
交
通
機
関
が
混

雑
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
町
民
の
皆
様
に

は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

◎�
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
と
幼
児

学
園
の
エ
ア
コ
ン
設
置
に
つ
い
て

　

消
費
税
10
％
へ
の
引
き
上
げ
に
合
わ
せ

て
、
今
年
10
月
か
ら
幼
児
教
育
と
保
育
の
無

償
化
（
給
食
料
〈
主
食
・
副
食
〉
は
、対
象
外
）

が
開
始
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
お
り
、
保
護

者
の
皆
様
に
は
負
担
軽
減
と
な
り
、
大
変
喜

ば
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
無
償
化
に
係
る
費
用
に
つ
い

て
で
す
が
、
来
年
４
月
以
降
は
公
立
の
施
設

に
関
し
て
は
、
全
額
市
町
村
の
負
担
に
な
り

ま
す
。

　

ま
た
、
昨
年
の
よ
う
な
猛
暑
に
よ
る
熱
中

症
の
未
然
防
止
の
た
め
、
幼
児
学
園
東
側
園

舎
の
各
教
室
に
個
別
の
エ
ア
コ
ン
を
新
設

し
、
快
適
な
幼
児
教
育
の
場
と
し
て
整
備
す

る
予
定
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
町
に
と
っ
て
も
負
担
が
増
え

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
子
育
て
支
援
の
促

進
と
な
り
ま
す
の
で
、
財
源
確
保
に
向
け
て

最
大
限
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

◎「
平
成
」の
時
代
か
ら
新
た
な
時
代
へ

　

テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
で
も
大
き
く
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在
の
天
皇
陛
下
が

４
月
末
日
を
も
っ
て
退
位
さ
れ
、
５
月
か
ら

は
現
在
の
皇
太
子
が
即
位
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
元
号
も
「
平
成
」
か
ら
新

た
な
元
号
に
変
わ
り
ま
す
が
、
今
回
は
、
30

年
前
の
昭
和
か
ら
平
成
に
移
行
さ
れ
た
と
き

に
比
べ
、
日
本
全
体
が
祝
賀
ム
ー
ド
に
包
ま

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　

直
島
町
で
も
、
平
成
の
時
代
は
「
環
境
の

ま
ち
」「
ア
ー
ト
の
ま
ち
」
へ
と
大
き
く
変

貌
を
遂
げ
、
世
界
に
名
前
が
広
ま
っ
た
時
代

と
い
え
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
新
時
代
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
節
目

に
あ
た
り
、
気
持
ち
も
新
た
に
町
の
更
な
る

発
展
の
た
め
、
鋭
意
努
力
し
て
い
く
所
存
で

あ
り
ま
す
。

　

以
上
、
今
年
の
展
望
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
最
後
に
、
今
年
一
年
が

直
島
町
に
と
っ
て
飛
躍
の
年
と
な
り
ま
す
こ

と
と
、
町
民
皆
様
の
ご
多
幸
を
心
か
ら
ご
祈

念
申
し
上
げ
、
年
頭
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　
今
年
の
町
政
の
展
望

直
島
町
長
　
小
林
　
眞
一
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お問い合わせ　　総務課　☎087-892-2222

お問い合わせ　　建設経済課　☎087-892-2224

• • • • • • • •　総務課からのお知らせ　• • • • • • • •

• • • • • • • •　建設経済課からのお知らせ　• • • • • • • •

直島町の功労者・善行者を推薦してください！！
　町では毎年３月、町表彰規程に基づいて、長年、町の事業活動やボランティア活動などに尽力された功労者およ
び１年間の善行者を表彰し、その素晴らしい功績や他の模範となる行いを称えているところです。
　そこで今年も幅広く町民の皆さんからこの表彰に該当しそうな方を推薦していただきたいと考えています。
　●長年にわたり、町の事業活動やボランティア活動などに尽力され、素晴らしい功績を残された方
　●昨年の４月からこれまでに、町民の模範となるような良い行いをされている方　　　　　　　　　　など
　上記の事項に該当される方がおられましたら、１月25日（金）までに役場総務課へご連絡をお願いします。
　なお、自薦・他薦は問いませんが、ご推薦いただいても、表彰審査委員会で適否を審査して決定しますので、表
彰に該当しない場合があることをご了承ください。

直島町議会議員選挙立候補予定者説明会
　４月21日（日）執行予定の直島町議会議員選挙の立
候補予定者の方を対象とした説明会を、下記の内容
で開催します。
日　時　２月27日（水）
　　　　17：00～（約１時間）
　　　　※受付は16：45から
場　所　役場２階大会議室

内　容　●立候補受付に伴う各種届出書について
　　　　●選挙運動について
　　　　●選挙運動用通常ハガキ差出票について

　　　　以上のことを中心に説明を行います。
※当日は、高松北警察署・高松南郵便局からも説明があります。

平成 3 0年度狩猟免許試験のご案内
日時、場所および受付期間

日　　時 種　　類 場　　所 申請書受付期間
2月23日（土）
９：00～ わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟

香川県庁北館３階
高松市番町四丁目１番10号

1月21日（月） ～
2月8日（金）（必着）2月24日（日）

９：00～ わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟

申請手数料　免許１種類につき5,200円（県証紙）
　　　　　　※他の種類の狩猟免許の交付を受けている方は１種類につき3,900円

　なお、上記の狩猟免許試験を受験しようとする方に狩猟に関する知識を習得してもらうための狩猟免許試験予備
講習会が下記のとおり実施されます。

日　　時 場　　　　　　　所 申請書受付期間

2月16日（土）・17日（日）
10：00～16：00（2日間）

香川県農業協同組合中央地区営農センター３階
高松市下田井町367-1

1月21日（月）～
2月8日（金）

 （必ず両日とも受講してください。）
※受講料：１種類7,000円、２種類以上8,000円

　免許を取得し、町内で有害鳥獣の駆除に従事していただける方は、町から狩猟免許試験申請手数料、狩猟免許試験
予備講習会受講料、受験申請時添付用の医師診断書料の補助があります。

今年の町政の展望
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お問い合わせ　　高松税務署個人課税部門　☎087-861-4121／役場税務課　☎087-892-2296

• • • • • • • •　税務課からのお知らせ　• • • • • • • •

• • • • • • • •　環境水道課からのお知らせ　• • • • • • • •

ご み の 出 し 方（不 燃 ご み 編）
【ごみステーションへ出す際のポイント・注意点】
収集日…毎週火曜日（前日からは出さないこと）
ごみ袋…町指定ごみ袋（黒色）
出せるごみの例： 小型家電、ガラス・陶器類、金物、

ライターなど
●小型家電  
❶ 通常家庭で使用する電気機械器具のうち、家電
リサイクル法の対象品目（エアコン、テレビ、
冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）以外の
品目が、ケーブルや充電器などの附属品も含め
て対象となります。

❷取り外せる電池は、必ず抜いてください。

❸ 個人情報が含まれているものは、必ずデータ消
去したうえで破壊してから出してください。

●ガラス・陶器類  
　 袋を開ける時に危険ですので、新聞紙等で包ん
で袋に入れて出してください。

【その他特にお願いしたい点】
　不燃物専用袋（黒色文字）に入らない場合は、粗大ご
み扱いとなりますので、直接クリーンセンターへ持って
いくか、環境水道課へ特別収集（有料）をご依頼ください。

お問い合わせ　　環境水道課　☎087-892-2225

みんなでルールを守りましょう!

確定申告相談会　高松税務署からのお知らせ
　高松税務署では、確定申告相談会を次のとおり
開催しますので、ぜひご利用ください。

　【開催期間】　２月５日（火）～８日（金）
　【開催場所】　役場２階大会議室
　【受付時間】　２月５日（火）～７日（木）
　　　　　　　　９：30～16：00まで
　　　　　　　２月８日（金）
　　　　　　　　９：30～15：00まで

申告書の提出が必要な方のうち主なもの
　平成30年中に次の所得があった人
❶ 営業、農業、その他の事業および家内労働（内
職など）を営んでいた

❷家賃や土地の賃貸などの不動産所得があった
❸土地や建物を売って譲渡所得のあった
❹ 雑所得（年金等）、一時所得（生命保険の満期返
戻金等）のあった

❺ 30年中に退職し、その後働いていない人や２ヵ
所以上から給与の支払いを受けた人で年末調整
をしていない（例：アルバイト収入がある）

※１　公的年金等の収入金額の合計金額が400万
円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得
以外の所得金額が20万円以下のときは確定
申告の必要はありませんが、住民税の申告
は必要です。

　　　この場合であっても、所得税の還付を受け

るための確定申告書を提出することができ
ます。

※２　給与以外の所得が20万円以下のときは確定
申告の必要はありませんが、国民健康保険
税や介護保険料などの軽減措置を受ける場
合や各種証明書（所得証明など）の交付が
必要な人は住民税の申告が必要です。

　
申告に必要なもの

❶印鑑
❷所得金額の分かるもの　
　 （給与所得、年金の受給者は、平成30年分源泉徴
収票、農業・営業・事業・不動産所得のある人は、
収入と経費が分かる帳簿か収支内訳書・領収書など）
❸ 社会保険料の領収書、生命保険料・個人年金保険
料・介護医療保険料・地震保険料等の支払証明書
❹ 医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細
書、医療保険者等が発行した医療費通知または
支払った医療費の領収書、保険金などで補てん
された場合は、その金額の分かるもの
❺ 税務署から送付された確定申告書をお持ちの場
合は、その申告書
❻ 還付金を受ける場合は、受取口座（本人名義）
の分かるもの
❼ マイナンバーカードまたは通知カードと運転免
許証等写真付き身分証明書など
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お問い合わせ　　税務課　☎087-892-2296

• • • • • • • •　税務課からのお知らせ　• • • • • • • •
香川県と県内全市町からの重要なお知らせです

平成31年度から原則すべての事業主の皆さんに従業員の個人住民税を特別徴収していただきます
　香川県と県内全市町は、個人住民税の特別徴収を徹底するため、上記取り組みを実施します。事業主の皆さんにはご理解
とご協力をお願いいたします。

　所得税の源泉徴収と同じように、事業主（給与支払者）が従業員（納税義務者）に代わり、毎月従業員に支払う給与
から個人住民税（市町村民税+県民税）を引き去り（給与天引きし）、納入していただく制度です。
　地方税法第321条の４および各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主（給与支払者）は、
所得税と同様、個人住民税を特別徴収する義務があります。
　原則、すべての従業員の方が対象となります。これまで一部の従業員の方のみ特別徴収をしていた事業所についても、
すべての従業員の方が対象となります。

　原則、すべての従業員の方が特別徴収の対象となりますが、以下の基準（普A～普 F）のいずれかに該当する場合は、
当面、例外的に普通徴収（従業員が市町から送付される納付書で納付する方法）が認められます。
普A　 総従業員数が２人以下（普 B～普 Fの理由に該当するすべての従業員数〈他市町村分を含む〉を除いた人数）
普 B　他の事業所で特別徴収をされている方（乙欄該当者）
普C　 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方（従業員の住所地が高松市の場合年間の給与支払金額が

965,000円以下、高松市以外の香川県内市町の場合930,000円以下　など）
普D　給与の支払いが不定期な方（例：給与の支払いが毎月でない）
普 E　事業専従者の方（個人事業主のみ対象）
普 F　退職または退職予定（５月末日まで）の方
※ 普通徴収とする場合は、給与支払報告書提出時に「普通徴収該当理由書」を併せて提出してください。また、個人別
明細書の摘要欄に該当する記号（普A～普 F）を記載してください。

　普通徴収とする従業員がいる場合は、平成30年分の給与支払報告書の提出時から普通徴収該当理由書の提出が必要と
なります。普通徴収該当理由書の様式は県または各市町ホームページからダウンロードできます。）

個人住民税普通徴収該当理由書　兼　仕切紙
市　町　名 指 定 番 号
事 業 所 名
所　在　地

略号 普通徴収該当理由 人数

普A 総従業員数が２人以下（普B～普Fの理由に該当するすべての従業員数〈他
市町村分を含む〉を除いた人数） 人

普 B 他の事業所で特別徴収をされている方（乙欄該当者） 人

普C
給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方（年間の給与支払金
額が従業員の住所地が高松市の場合965,000円以下、高松市以外の香川
県内市町の場合930,000円以下　など）

人

普D 給与の支払いが不定期な方（例：給与の支払いが毎月でない） 人
普 E 事業専従者の方（個人事業主のみ対象） 人
普 F 退職または退職予定（５月末日まで）の方 人

合　　　計 人
※普通徴収とする場合は、個人別明細書の摘要欄にも普通徴収に該当する理由の略号（普A～普 F）を記入してください。
※ 普Bから普Fの複数の該当理由がある従業員の方については、該当理由のいずれか一つに人数を記入してください。
（eLTAX 等の電子媒体をご利用の場合は、該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックを入力してください。また、
摘要欄に該当する略号を記入してください。なお、普通徴収該当理由書の添付は不要です。）

    個人住民税の特別徴収とは

当面、普通徴収を認める場合

   普 通 徴 収 該 当 理 由 書

給与支払報告書
提出時の綴り方

    特 別 徴 収 制 度 の し く み

見本

従業員の方が
お住まいの
市町

②税額の計算

①給与支払報告書の提出（１月31日まで）

③特別徴収税額の通知（５月31日まで）

⑥個人住民税の納入（翌月10日まで）

事業主
（特別徴収義務者）

④特別徴収税額の通知
（５月31日まで）

⑤給与から天引き
             （６月～翌年５月までの毎月）

従業員
（納税義務者）

普通徴収
該当理由書

個人別明細書
（普通徴収分）

個人別明細書
（特別徴収分）

総括表
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人権・同和教育講演会
12月４日（火）

　人材育成センターで、直島コメ
づくりプロジェクトのおもちつきが
行われました。今年も子どもから
大人まで多くの参加者があり、臼
と杵を使った昔ながらのおもちつき
をみんなで楽しみました。つきたて
のおもちはその場でお雑煮とぜん
ざいに調理され、みんなで美味し
くいただきました。

直島コメづくりプロジェクト おもちつき12月16日（日）

　町民グランドで、阪神タイガース
OB 八木裕さんによる野球教室が開
催され、直島少年野球団が指導を
受けました。プロ野球で長年にわ
たって活躍された八木さんの真剣
な指導に、子どもたちも大きな刺
激を受けたようでした。また、野球
教室後に行われた紅白戦では八木
さん自ら「代打」で参加いただき、
会場は大いに盛り上がりました。

阪神タイガースOB八木裕野球教室12月24日（月）

　総合福祉センター劇場ホールで、人権・同和教育
講演会が開催されました。
　インド出身のコメンテーター、サニー・フランシ
スさんをお迎えして、「人権と向き合う」をテーマ
に講演をしていただきました。

きらめき音楽会
12月16日（日）

　総合福祉センター劇場ホールで、きらめき音楽会が
開催されました。今年のテーマは「響鳴 海を越えて」
ということで、岡山県で活躍するシンガーソングライ
ターの Marco さんをはじめ、岡山県立興陽高等学校
吹奏楽部の皆さんにも素晴らしいステージを披露して
いただきました。
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お問い合わせ　　住民福祉課　☎087-892-3400

• • • • • • • •　住民福祉課からのお知らせ　• • • • • • • •

避難行動要支援者支援制度のご案内

　避難行動要支援者支援制度とは、災害が起きたとき、自分で移動したり、
避難の必要があると判断したりすることが難しく、手助けが必要な人を、町
だけでなく地域の方が協力して支える仕組みです。
　スムーズな支援のために、支援が必要な方は「避難行動要支援者名簿」へ
の登録をお願いします。

　在宅で生活し、災害時に自力での避難が難しく、支援を必要とする方のうち、
●75歳以上の一人暮らしまたは夫婦のみの世帯の方
●要介護１～５の認定を受けている方
●身体障害者手帳の１級または２級の方　　　　　　　　　　　　　など

どんな制度？

制

度

の

仕

組

み

対象になる
人は？

名簿情報の提供

支援のお願い

登
録
申
請

協
　
力

協力

日頃の見守り・避難支援　など

④

⑥

②
⑤

①

　この制度は避難支援をしてくださる地域の方の任意の協力によるものです。名簿に登録することで、災害時の
避難支援を受けられる可能性が高まりますが、確実に支援を受けられることを保証するものではありません。

★名簿への登録を希望される方、制度について詳しく知りたい方は、住民福祉課までお問い合わせください。
　また、保健師等がご自宅に伺い、ご案内させていただく場合もありますので、ご協力お願いします。

直島町 民生・児童委員、消防団など

地域の方々避難支援が必要な方

③名簿の作成

情報提供
への同意

私は申請してもいいのかな…？と迷ったときは！

カメラリポート
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お問い合わせ　　住民福祉課　☎087-892-2223

• • • • • • • •　住民福祉課からのお知らせ　• • • • • • • •

～新成人の皆さんへ～  20歳になったら国民年金
　国民年金は、年をとったときやいざというときの生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
　具体的には、若いときに公的年金に加入し保険料を納め続けることで、年をとったときや、病気やケガで障がいが残っ
たとき、家族の働き手が亡くなったときに、年金を受け取ることができる制度です。

◎将来の大きな支えになります
　　国民年金は20歳から60歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。
　　国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
◎老後のためだけのものではありません
　 　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で障
がいが残ったときに受け取れます。また遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されて
いた遺族（「子のある妻」や「子」）が受け取れます。

★「学生納付特例制度」
　 　学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される
制度です。
　 　対象となる学生は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および
各種学校（修業年限１年以上である課程）、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
★「納付猶予制度」
　 　学生でない50歳未満の方で、ご本人および配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予さ
れる制度です。

　国民年金のご相談・手続き等については役場住民福祉課または高松西年金事務所までお問い合わせください。

役場住民福祉課　　☎087-892-2223
高松西年金事務所　☎087-822-2840お問い合わせ

国民年金のポイント　　　　　　　　　　　　　　　　

「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」　　　　　　　　　　　　　　

出 張 年 金 相 談 を 開 催 し ま す
　街角の年金相談センター高松（オフィス）による年金相談が開催されます。
　平成30年度は毎月１回、年金相談を開催しています。

　国民年金や厚生年金等の年金加入期間を確認し、将
来的な年金額や遺族年金を請求した場合の年金額の算
出ができるなど、年金事務所と同等のサービスが受け
られます。

町内で各種手続きが可能ですので、
お気軽にご相談ください。

●開催日　１月17日（木）
●場所・時間
　・役場（１階会議室）　　 9：30～12：30
　・西部公民館（研修室）　13：00～16：00
●相談内容　
　年金見込額、繰り上げ・繰り下げ、在職老齢年金、
雇用保険との調整等

●年金請求・各種手続
　老齢年金、遺族年金、障害年金、住所・口座変
更等
●持参する物
　運転免許証・年金手帳・年金証書・振込通知書
など相談者本人であることが確認できるもの
※ 代理の人がご相談に来られる際には委任状および依頼を
受けたご本人であることが確認できる書類（運転免許証等）
が必要です。
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ホットアドバイス ～理学療法士からリハビリテーションについて～

　理学療法士の岩下です。あけましておめでとうござ
います。今年もよろしくお願いします。皆さんの健康
とご多幸をお祈り申し上げます。
　お正月の間で皆さんの体調に変化はないでしょう
か。食べ過ぎ、飲み過ぎてしまった方がいらっしゃる
のではないでしょうか。以前運動と栄養でお話しまし
たが、今回は視点を変えてお話ししたいと思います。
　食べ物には、『タンパク質』『脂質』『炭水化物』など
エネルギーになるものがありますが、これらを３大栄
養素といいます。
　これらを１gのカロリーに換算すると、おおよそタ
ンパク質が４kcal、脂質が９kcal、炭水化物が４kcal
といわれています。食べ物から取れるエネルギーを消
費して、身体を維持するために必要な量を『基礎代謝』

といいます。基礎代謝のおおよその計算方法としては
24～30kcal×体重㎏＝１日に必要な基礎代謝となり
ます。10歳以上で若ければ数値は高く年齢を重ねてい
けば低くなるとご理解ください。体重60㎏の方ですと
１日で1440～1800kcal 必要となります。この基礎代
謝を通常の生活で消費するのが１日の総エネルギー量
の約60％と言われております。何もしなくても864～
1080kcal は消費されます。動かずに閉じこもってい
るとその60%を超えたものが身につくことになり、中
性脂肪やグリコーゲンという形で蓄えられます。これ
らは蓄えられ方も違っておりグリコーゲンはすぐに燃
焼しやすく、脂肪に変わるとなかなか燃焼しにくくな
るといわれています。脂肪に変わる前に燃焼したいで
すね。寒くて動きたくない時期ではありますが、暖か
い格好で運動を行ってみてください。
　リハビリテーションについて詳しく知りたい方は、
住民福祉課へお問い合わせください。

『エネルギー消費』

お問い合わせ　　住民福祉課　☎087-892-2223・3400

• • • • • • • •　住民福祉課からのお知らせ　• • • • • • • •

「ヘルプマーク」を配付しています
　「ヘルプマーク」は、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が身に着けることで、周囲の
方に配慮を必要としていることを知らせ、援助を得やすくすることを目的としたマークです。
　ヘルプマークを身に着けた方を見かけた際には、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をか
けるなど、思いやりのある行動をお願いします。

●配付窓口
　•役場住民福祉課
　•香川県健康福祉総務課（香川県庁16階）
　•小豆総合事務所、各保健福祉事務所、障害福祉相談所
　　※郵送による配付は行っていません。お一人に１個ずつの配付となります。
●配付対象者
　 　義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方な
ど援助や配慮を必要としている方

　※障がい種別・等級などによる条件はありません。家族や支援者など代理人への配付も可能です。 ヘルプマーク

役場住民福祉課　　　　☎087-892-2223
香川県健康福祉総務課　☎087-832-3270お問い合わせ

封書・ハガキによる架空請求は無視を！
　「訴訟最終告知のお知らせ」と書かれた封書やハガキが届いたなど、架空請求の相談が多く寄せられています。
　これらの郵便物は「法務省管轄支局」と名乗っていますが、法務省とは一切関係ありません。正式な裁判手続では、訴状は
「特別送達」と記載された、裁判所名入りの封書で直接手渡されます。
　不安になったり、連絡先が書かれていても、絶対に相手に連絡しないでください。少しでも不安を感じたら、消費生活セン
ターに相談してください。
　困った時は一人で悩まずに香川県消費生活センター ☎ 087︲833︲0999、各県民センターまたは「消費者ホットライン　
１８８（局番なし）」へお電話ください。

   くらしのワンポイントアドバイス
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• • • • • • • •　ふれあい診療所からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　ふれあい診療所　☎087-892-2266

　皆さん、あけましておめでとうございます。年末年始、ゆっくり過ごせたでしょうか。寒さがひとしお厳しくなっ
てまいりました。今回は、この時期に流行する『インフルエンザ』についてお話しさせていただきます。

★インフルエンザにかからないために
　誤解しやすいのですが、『予防接種をしたからインフルエンザにかからない』わけではありません。ワクチンは症
状がひどくなるのを抑えることが目的であって、かからないためには別の対策が必要です。インフルエンザウイル
スは基本的には接触、飛沫（咳やくしゃみ）によって感染します。感染者に近づかないのが一番ですが、現実そう
もいきませんので、まず、手洗い、うがい、マスクの着用をしっかり行うことが大切です。ただ、狭く密閉された
部屋の場合、飛沫核感染（空気感染）することがありますので、時々換気を行うことが大切です。また、インフル
エンザウイルスは乾燥に強いことが知られており、さらに、乾燥によって、のどや気管支の防御機能が低下しやす
くなるため、適正な湿度（40％以上が目安）を保つことも感染予防に有効です。

★インフルエンザにかかったらどうするの？
　インフルエンザには抗ウイルス薬（タミフルなど）があります。しかし、ウイルスをやっつけるわけではなく、
これ以上ウイルスが増殖するのを抑える効果しかありません。基本的にウイルスをやっつけるのは自分自身の免疫
になります。抗ウイルス薬は症状を短期間のうちに和らげてくれますが、発症から48時間以降（ウイルスが増殖の
ピークを終えたあたり）は、クスリの効果を期待しにくいです。また、インフルエンザの検査は、発症から半日く
らい経過しないと、実際にかかっていたとしても陰性に出てしまうことがあります。個人差などもありますので、迷っ
たらその都度相談いただくのがよいかもしれません。また、抗生物質はそもそも細菌にしか効かないので、インフ
ルエンザなどのウイルスには全く効果がありません。そればかりかクスリの副作用が出てしまう場合があります。

★さらなる感染拡大を防ぐために
　インフルエンザは感染力が強く、感染拡大を防ぐために、出席／出勤停止などの対策が必要となります。感染の
おそれが消えたとされる『発症後５日を経過し、かつ、解熱後２日を経過するまで』と推奨されています。少しや
やこしいので、その都度、外来でカレンダーを見ながら説明させていただきます。

No.138 ふ れ あ い 健 康 コ ラ ム ふれあい診療所
医師　　樋元  主税

防ぎたい　インフルエンザ　広めない

１月22日（火）午前中のみ
　受　付　  8：30から11：30まで
　診　察　  9：15から12：00まで

１月 泌尿器科外来診療日

ふれあい診療所職員（看護師）の募集
　町では、ふれあい診療所で勤務していただける職員（看護師）を次のとおり募集します。
●募集締切…１月25日（金）
●募集人員…正規職員・若干名（採用日 ４月１日）
　　　　　　臨時職員・１名（雇用期間は３月末日まで）
●試 験 日…１月下旬を予定
●選考方法…適性検査・面接試験（後日、応募者に通知します）
●受験資格…正看護師の資格を有し、夜間勤務が可能な方
●申込方法…募集期間内までに履歴書（市販品でＯＫ）を下記に提出
　　　　　　［申込先］役場総務課・人事担当　
　　　　　　　　　　 〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1　☎087-892-2222
●お問い合わせ…直島町立（ふれあい）診療所
　　　　　　　　〒761-3110 香川県香川郡直島町2310番地1　☎087-892-2266
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玉野市休日当番医　市外局番（０８６３）
日 内　　　科 外　　　科 歯　　　科
１月
13

東条小児科医院
（迫間）71－5110

中谷外科病院
（田井）31－2323

木下歯科医院
（田井）31－5545

14 原田内科クリニック
（宇野）31－1717

大西病院
（田井）33－9333

近藤歯科医院
（西田井地）41－1566

20 海岸通りクリニック
（宇野）31－3400

山田外科医院
（和田）81－7197　

桜井歯科医院
（和田）81－8314

27 玉野三井病院
（玉）31－4187

たまメディカルリハビリテーションクリニック
（玉）31－6803

島野歯科医院
（玉）31－0745

２月
３

石井医院
（築港）21－2743

みやもと整形外科
（東紅陽台）71－3030

白髪歯科医院
（築港）32－2880

10 玉野市民病院
（宇野）31－2101

宇野八丁目クリニック
（宇野）33－8080

そのだ歯科医院
（和田）81－6771

※診療時間は、内科・外科は９：00～17：00、歯科は９：00～12：00。
※休日当番医は都合により変更することがあります。

ふれあい診療所  外来診療担当医予定表（１月14日～２月15日）
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
1/14 15 16 17 18
休診日 須藤 午前 午後 樋元 樋元樋元・須藤 樋元
21 22 23 24 25

午前 午後 須藤 午前 午後 須藤 樋元樋元・須藤 樋元 午前中のみ 松木（泌尿器科） 樋元・須藤 須藤
28 29 30 31 2/1

午前 午後 須藤 午前 午後 樋元 樋元樋元・須藤 須藤 樋元・須藤 樋元
4 5 6 7 8

午前 午後 須藤 午前 午後 須藤 樋元樋元・須藤 樋元 樋元・須藤 須藤
11 12 13 14 15
休診日 須藤 午前 午後 樋元 樋元樋元・須藤 樋元

※診療担当医は、都合により変更することがあります。
※受付時間　８：30～11：30・14：00～16：00
※診療時間　９：00～12：00・14：30～16：30
※救急患者の場合は、診療時間外でも診療いたしますので下記に電話してください。
※ （注意）平成30年４月より、医師２名体制の曜日を月曜日と水曜日に変更しています。ご注意ください。
※（注意）訪問診療のため月曜日と水曜日の午後は医師１名体制としています。
※（お知らせ）第4火曜日の午前中のみ泌尿器科専門外来を開設します。
 ふれあい診療所（☎087－892－2266）

東日本大震災
義援金の受付状況

　東日本大震災義援金に、多くの皆さんから
温かいお気持ちをお寄せいただきありがとう
ございます。現在の義援金の受付状況をご報
告いたします。
　義援金は役場庁舎内の募金箱で受付してい
ますので、皆さんのご協力をお願いいたします。
　お預かりした義援金は、日本赤十字社を通
じて、被災地の方に届けられます。

平成30年12月14日現在　2,305,532円
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皆さんの応募をお待ちしています。

　広報では赤ちゃんや、就学前のお子さんの写真をお待ちして
います。掲載をご希望の方は、氏名（保護者・お子さん）・年齢・
住所（地区）・電話番号・メッセージを添えて下記の宛先まで
ご応募ください。
※写真でもデータでもＯＫです。

送 り 先
〒761-3110 直島町1122-1
　直島町役場総務課「広報なおしま ○○○コーナー」

  Ｅ－ｍａｉｌでの応募は、s o m u 1 @ t o w n . n a o s h i m a . l g . j p
締め切り：1月21日（月）

　※紙面の都合で、掲載できない場合はご容赦ください。

　テーマはそれぞれ自由ですので、住所（地区）・氏名・年齢・
電話番号を記入し、お気軽にご応募ください。

★ ★  募 集して います ★ ★

わ が 家 の ス タ ー

「俳句・川柳」、「ミニギャラリー」のコーナー

　香川県内の小学校から21,690作品の応募が
あり、優秀賞10作品と佳作10作品が選ばれ
ました。

佳作
「見つけたら
　　　　してはいけない　
　　　　　　　　　　見ないふり」

　　　　    直島小学校３年　櫻木 瑠菜

平成30年度
「小学生人権啓発標語コンテスト」

　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。お子さま１人につき
350万円以内を、固定金利（年1.78％（平成30年11月12日現在））で利用でき、在学期間内は利息のみの
ご返済とすることができます。
　詳しくは、「国の教育ローン」で検索していただくか、下記のコールセンターへお問い合わせください。

教育ローンコールセンター　☎0570-008656（ナビダイヤル）または☎03-5321-8656

「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）のご案内
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ミニギャラリー

M i n i  G a l l e r y ミニ ギャラリー
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この広報紙は自然保護のため
再生紙を使用しています。
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横 防　岡崎 貢さんの作品
「横防入口」

横 防　岡崎 貢さんの作品 本 村　山口 愛子さんの作品
「亥年」

本 村　山口 愛子さんの作品

古紙配合率80%再生紙を
使用しています

Ｑ.12月24日（月）に開催された少年野球教室で指導いただ
いた八木裕さんが活躍されていたプロ野球チームはどこ
でしょうか？
①香川オリーブガイナーズ　　②阪神タイガース
③読売ジャイアンツ

（ヒントは、広報紙の中にあります）
12月号の答え ①　応募総数４通

【応募締め切り】 1月31日（木）
クイズの答え・住所（地区）・氏名・年齢・電話番号・広報紙の感想
を書いて、下記まで応募してください。正解者の中から抽選で
記念品を差し上げます。 応募は、１世帯１通に限ります。

【送 り 先】
　〒761-3110 直島町1122-1
　　直島町役場総務課「広報クイズ1月号」係

  Ｅ－ｍａｉｌでの応募は、somu1@town.naoshima.lg.jp

　※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
　※ご応募いただいた皆さんの個人情報は賞品発送のみに使用し、
　　第三者に開示・提供することはありません。

チャレンジ！ 広報クイズ

　平成30年秋の叙勲で、元直島町消防団副分団長
の下津要さんが、瑞宝単光章を受章されました。
　下津さんは、昭和33年に消防団に入団して以
来、永きにわたり消防業務に精励されました。

秋の叙勲

下 津  要 さん（元直島町消防団副分団長）

瑞宝単光章（消防功労）瑞宝単光章（消防功労）

受章おめでとうございます

　奥田俊彦さんが、
多年にわたって戦傷
病者、戦没者遺族、引
揚者等の援護事業に
携わり、功績が顕著
であったとして表彰
されました。おめでと
うございます。

平成３０年度
援護事業功労者の
厚生労働大臣表彰

第43回
高松市ＰＴＡ連絡協議会

ファミリー読書感想文

上 野  琴 葉上 野  琴 葉 上 野  真 希 子
　　　　 （母親）
上 野  真 希 子
　　　　 （母親）

最優秀市長賞


